
市1

一般社団法人 日本病院会会長殿

薬食監麻発0704第1号

平成 24年 7月 4日

厚生労働省医薬食品局監視指導・

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

平成 24年7月4日政令第 183号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238号)が改正され、

今般、その施行について、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長

宛て別添写しのとおり通知したので、内容を御了知の上、関係各機関に周知さ

れるようお願いします。
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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

平成 24年7月4日政令第 183号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238号。以下「指定政

令」という。)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了

知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

言己

第 1 改正要旨

1 改正の概要

次に掲げる物質については、麻薬左同穫の有害作用及び麻薬と同種の濫

用のおぞれが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するた

め、指定政令を改正したものである。

① 1ーナフタレニル(1ーペンチルーlHーインドール- 3ーイル)メ

タノン

② (1 RS，3SR)-3ー[2ーヒドロキシ-4ー(2ーメチルメナンー

2ァーイJレ)フエニル]シクロヘキサン-1ーオール

③2ー(メチルアミノ)ー1ー(4ーメチルフェニル)プロパンー1ーオン

④ 1ー(3，4ーメチレンジオキシフェニjレ)-2ー(ピロリジン-1ーイル)

ペンタン-1ーオン

2 改互の内容

次の物質を麻薬に指定したこと。(指定政令第一条関係)

① 1ーナフタレニル(1ーペンチルー1Hーインドール-.3ーイル)メ

タノン及びその塩類



②(1 RS， 3 SR)-3ー[2ーヒドロキシ-4ー (2ーメチルノナンー

2ーイル)フェニル]シクロヘキサン-1ーオール及びその塩類
③2ー(メチルアミノ)ー1ー(4ーメチルフエニル)プロパンー1ーオン及

びその塩類
④1ー(3，4ーメチレシジオキシフェニル)ー2ー(ピロリジンー1ーイル)

ペンタンー1ーオン及びその塩類

3 施行期日
公布の日(平成 24年7月4日)から起算して 30日を経過した日(平成

24年8月3日)から施行するものであること。

第2 改正政令の施行に当たっての留意事項

① 研究者及びその他の者が業務文は研究のため、今般麻薬に指定される物

質(以下「麻薬指定物質」という。)を継続して取り扱う場合には、指定

政令の一部を改正する政令の施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法(昭和

28年法律第 14号。以下「麻向法」という。)による規制を受けることと

なることから、当該施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必

要な手続を行わせるとともに、 t記録、保管、届出等の規制事項について指

導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う

場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項について指導

し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ ①及び②について、麻向法第 49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届

出書に記載する期初在庫数量については、施行日(平成 24年8月3日)

現在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

④ 研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質のうち、今後必要と

しないものについては、指定政令の一部を改正する政令の施行目前であれ

ば廃棄するよう指導し、施行日以後であれば所有権を放棄するよう指導さ

れたいこと。また、麻薬指定物質を廃棄するときは、焼却等当該物質を回

収することが困難となるような方法で行うよう指導されたいこと。なお、

施行日以降に発見した場合は、所定の調査を行い、状況に応じた措置をと

られたいこと。

第3 物質の構造式等

①化学名: 1ーナフタレニル(1ーペンチルー 1Hーインドール-3ーイ
Jレ)メタノン

通 称 JWHー 018 

構造 :



②化学名:(1 RS， 3 SR)-3ー[2ーヒドロキシ-4ー(2ーメチルノナ

ン-2ーイル)フェニル]シクロヘキサンー1ーオール
通称:カンナビシクロヘキサノール
構造:

③化学名:

通称
構造:

OH 

2ー(メチルアミノ)ー1ー(4ーメチルフェニル)プロパンー1

ーオン
4ーメチルメトカチノン、メフェドロン

。
H 
N 

¥、

④化学名:1ー(3，4ーメチレンジオキシフェニル)-2ー(ピロリジンー1

ーイル)ペンタンー1ーオン
通称 MDPV
構造:

。。
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項
の
う
ち
必
要

請
守
一
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の
当
該
届
出
番
へ
の
記
載
在
省
略
古
せ
る
と
と
が
で
き
る
。

一
第
三
十
九
条
塞
ニ
項
第
一
号
及
ひ
第
二
号
中
「
当
該
貨
物
」
を
「
再
輸
出
貨
物
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
当

一
該
貨
物
」
在
「
再
輪
出
貨
物
」
に
、
「
前
項
の
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
在
同
条
第
四
項
と

ι、

一
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

官口一

3

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
一
一
一
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
在
受
け
た
貨
物
(
第

一
=
一
十
二
条
第
一
号
文
は
第
三
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
限
品
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
特
例
輸
出
入
者

一
の
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
第
四
十
一
条
中
「
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
一
一
一
十
四
条
第
一
項
及
ひ
第
二
項
」
に
、
「
第
三
項
」

日
一
を
「
第
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

曜
一
(
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
隠
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
)

水
一
第
三
条
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
摘
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
)
の
一
部
を

一
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

四
一
第
十
一
一
一
条
第
一
一
一
項
に
次
の
た
だ
し
蓄
を
加
え
る
。

4
一
た
だ
し
、
関
税
定
率
法
施
行
令
第
三
十
四
条
第
一
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
帰
さ
れ
な
い
場

『

4
4
4
4

一
合
は
、
乙
の
限
り
で
な
い
。

リ
一
〔
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
)

一J
一
第
四
条
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
五
十
二
年
政
令

年
一
第
二
百
一
一
十
号
V

の
一
部
を
次
の
主
う
に
改
正
す
る
。

4
一
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ト
中
「
別
表
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
六
号
」
在
加
え
る
。

2
一
星
第
四
号
中
「
同
条
第
七
雪
の
下
に
寸
第
八
項
若
し
く
は
第
十
翠
を
加
え
「
同
条
第
争
」
を
「
同
条

成
一
第
十
一
項
」
に
、
「
向
条
麗
九
項
」
在
「
同
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
提
示
」
の
下
に
「
文
は
同
条

平
一
第
一
一
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
許
可
の
申
芦
一
を
加
え
、
同
表
第
八
号
中
「
第
十
八
条
議
一
項
た

F

だ
し
書
〔
入
出
港
の
簡
易
手
続
〕
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く

は
隠
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
、
開
法
」
を
削
り
、
「
第
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
(
入
出
港
の
街
易
手

続
ど
を
加
え
、
「
若
し
く
は
書
面
の
提
出
」
在
削
り
、
「
第
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
十
五
条
第
十
項
」
に
、
「
同
条
第
八

項
」
在
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

4 

2 1 
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